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那須塩原市 

 





令和４年９月那須塩原市議会定例会議付議事件 

議 案 番 号 件    名 主 管 

同意第 ４号 

議案第５９号 

議案第６０号 

議案第６１号 

議案第６２号 

議案第６３号 

議案第６４号 

議案第６５号 

議案第６６号 

議案第６７号 

 

議案第６８号 

議案第６９号 

議案第７０号 

議案第７１号 

議案第７２号 

議案第７３号 

認定第 １号 

認定第 ２号 

 

認定第 ３号 

 

認定第 ４号 

認定第 ５号 

認定第 ６号 

認定第 ７号 

 

認定第 ８号 

 

認定第 ９号 

 

報告第１９号 

報告第２０号 

 

報告第２１号 

 

報告第２２号 

報告第２３号 

報告第２４号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第４号） 

令和４年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

令和４年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

令和４年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

令和４年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第３号） 

令和４年度那須塩原市墓地事業特別会計補正予算（第１号） 

令和４年度那須塩原市産業団地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

那須塩原市犯罪被害者等支援条例の制定について 

那須塩原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正

について 

那須塩原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

那須塩原市税条例等の一部改正について 

那須塩原市都市計画税条例の一部改正について 

那須塩原市手数料条例の一部改正について 

那須塩原市営住宅条例の一部改正について 

財産の処分について 

令和３年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

令和３年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

令和３年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

令和３年度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

令和３年度那須塩原市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について 

令和３年度那須塩原市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について 

令和３年度那須塩原市産業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

令和３年度那須塩原市水道事業会計の剰余金の処分及び決算認定に

ついて 

令和３年度那須塩原市下水道事業会計の剰余金の処分及び決算認定

について 

継続費精算報告書の報告について〔令和３年度那須塩原市一般会計〕 

継続費精算報告書の報告について〔令和３年度那須塩原市温泉事業

特別会計〕 

継続費精算報告書の報告について〔令和３年度那須塩原市水道事業

会計〕 

令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

放棄した私債権の報告について〔令和３年度那須塩原市水道事業会

計〕 

 

企 画 部 

総 務 部 

保健福祉部 

保健福祉部 

保健福祉部 

塩原支所 

市民生活部 

産業観光部 

市民生活部 

総 務 部 

 

総 務 部 

総 務 部 

総 務 部 

建 設 部 

建 設 部 

産業観光部 

総 務 部 

保健福祉部 

 

保健福祉部 

 

保健福祉部 

塩原支所 

市民生活部 

産業観光部 

 

上下水道部 

 

上下水道部 

 

総 務 部 

塩原支所 

 

上下水道部 

 

総 務 部 

教 育 部 

上下水道部 



同意 第４号 

 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第

１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 

 

 

住  所  那須塩原市新南１６３番地１０１１ 

氏  名  山﨑 稔 

生年月日  昭和３０年 １月 ９日 
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議案 第５９号 

 

 

令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第４号） 

 

令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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議案 第６０号 

 

 

令和４年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

令和４年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提

出する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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議案 第６１号 

 

 

令和４年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

令和４年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり

提出する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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議案 第６２号 

 

 

令和４年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

令和４年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出す

る。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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議案 第６３号 

 

 

令和４年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第３号） 

 

令和４年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出す

る。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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議案 第６４号 

 

 

令和４年度那須塩原市墓地事業特別会計補正予算（第１号） 

 

令和４年度那須塩原市墓地事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出す

る。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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議案 第６５号 

 

 

令和４年度那須塩原市産業団地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

 

令和４年度那須塩原市産業団地造成事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとお

り提出する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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議案 第６６号 

 

 

那須塩原市犯罪被害者等支援条例の制定について 

 

上記議案を提出する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 

 

 

那須塩原市犯罪被害者等支援条例 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）に基づき、

本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者

の責務を明らかにするとともに、基本となる事項を定め、当該支援に必要な施策を

総合的に推進することにより、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができる

よう、被害の軽減及び回復を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域

社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

⑵ 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。 

⑶ 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で活動を行う団体を

いう。 

⑷ 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

⑸ 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける生命、身体、財産

等の被害をいう。 

⑹ 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の理解又は配

慮に欠ける言動、風評、誹謗
ひ ぼ う

中傷、インターネットでの拡散、報道機関による過
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剰な取材等により犯罪被害者等が正当な理由なく受ける精神的な苦痛、身体の不

調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。 

⑺ 関係機関等 国、都道府県その他の地方公共団体、警察、犯罪被害者等の支援

を行う民間の団体その他関係するものをいう。 

（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよ

う、十分に配慮して行われなければならない。 

２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が

途切れることなく行われなければならない。 

３ 犯罪被害者等の支援は、再被害及び二次的被害を生じさせることのないよう、犯

罪被害者等に関する個人情報の取扱いについて十分に配慮して行われなければな

らない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、関係機関等

との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び

実施するものとする。 

２ 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携及び協力を図る

ものとする。 

（市民等の責務） 

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況並びに

犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性についての理解を深め、再被害及び二次

的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等

が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況並びに

犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性についての理解を深め、その事業活動を

行うに当たっては、再被害及び二次的被害を生じさせることのないよう十分に配

慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策

に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与する

ことができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分に配慮するよう

努めるものとする。 

10



（相談及び情報の提供等） 

第７条 市は、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の

提供及び助言を行うとともに、関係機関等と連絡調整を行うものとする。 

２ 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓

口を設置するものとする。 

（見舞金の支給） 

第８条 市は、犯罪被害者等が日常生活に支障を来すことがないよう、犯罪等に起因

する経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給することができる。 

２ 前項の規定による見舞金の支給に関して必要な事項は、規則で定める。 

（安全の確保） 

第９条 市は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が再被害及び二次的被害を受け

ることを防止し、その安全を確保するため、防犯に係る指導、犯罪被害者等に関す

る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。  

（居住の安定） 

第１０条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者

等の居住の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。  

（人材の育成等） 

第１１条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供等の犯罪

被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるも

のとする。 

（市民等及び事業者の理解の促進） 

第１２条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要

性及び必要性について市民等及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活

動その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（教育活動の推進） 

第１３条 市は、学校、家庭及び地域社会と連携し、自他の生命を尊重するための教

育活動を推進するものとする。 

（民間支援団体への支援） 

第１４条 市は、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体に対し、その活動の促進を図

るため、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

（意見等の反映） 

第１５条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及
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び要望を把握し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう

努めるものとする。 

（支援の制限） 

第１６条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援

を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、この条例に定める犯罪被

害者等に対する支援を行わないことができる。 

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則  

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 
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議案 第６７号 

 

 

那須塩原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について 

 

上記議案を提出する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 

 

 

那須塩原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条

例 

那須塩原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成１７年那須塩原市

条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

（令和４年度における別表第１の２０の項の規定による特別休暇の期間の特例） 

５ 令和４年度における別表第１の２０の項の規定により与える特別休暇の休暇を

与える期間については、同項中「７月から９月まで」とあるのは、「７月から１

０月まで」とする。 

別表第１中「後８週間」を「以後１年」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、令和４年

１０月１日から施行する。 
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議案 第６８号 

 

 

那須塩原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

上記議案を提出する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 

 

 

那須塩原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

那須塩原市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年那須塩原市条例第３９号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第３号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、

次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア（ア）中「「１歳６月到達日」とい

う。）（」の次に「当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業

をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する日、」を加え、

「、２歳」を「当該子が２歳」に改め、同号イを次のように改める。 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

（ア） その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当

してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日。以下（ア）において同じ。）にお

いて育児休業をしている非常勤職員であって、同条３号に掲げる場合に該

当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業

をしようとするもの 

（イ） その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場

合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定

職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前

の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児
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休業をしようとするもの 

第２条第３号ウを削る。 

第２条の３第３号中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子

を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤

職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方

等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該子の

１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児

休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新

され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとする場合であって」を「養育する非常勤職員が」に、「とき」

を「場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合

であって第３条第７号に掲げる事情に該当するときはア及びイに掲げる場合に該当

する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当す

る場合）」に改め、同号イを同号ウとし、同号ア中「非常勤職員がする」を「非常

勤職員が前号に掲げる場合に該当してする」に、「配偶者がする」を「配偶者が同

号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする」に改め、同号アを同号イ

とし、同号にアとして次のように加える。 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合

若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた

日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末

日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者が

この号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をす

る場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前

の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

第２条の３第３号に次のように加える。 

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該
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子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間に

おいてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合 

第２条の４中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６月到達日の翌日（当

該子の１歳６月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を

育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が

更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間初日とす

る育児休業をしようとする場合であって」を「養育する職員が」に、「各号」を

「各号に掲げる場合」に、「とき」を「場合（当該子についてこの条の規定に該当

して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するときは第

２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合

にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）」に改め、同条第２号を同条第３号

とし、同条第１号を同条第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

⑴ 当該非常勤職員が当該子の１歳６月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者

がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業

をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以

前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

第２条の４に次の１号を加える。 

⑷ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６月到達日後の期間におい

てこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

第２条の５を削る。 

第３条第５号を削り、同条第６号を同条第５号とし、同条第７号中「第２条の４」

を「前条」に改め、同号を同条第６号とし、同条第８号中「その任期」を「任期を

定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」に、

「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に特定職に引き続

き」を「引き続いて特定職に」に、「伴い、当該任期」を「伴い、当該育児休業に

係る子について、当該更新前の任期」に、「当該引き続き採用される」を「当該採

用の」に改め、同号を同条第７号とする。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で

定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間は、５７日
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間とする。 

附 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 
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議案 第６９号 

 

 

那須塩原市税条例等の一部改正について 

 

上記議案を提出する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 

 

 

那須塩原市税条例等の一部を改正する条例 

 （那須塩原市税条例の一部改正） 

第１条 那須塩原市税条例（平成１７年那須塩原市条例第６４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１８条の４中「交付手数料」を「交付（法第３８２条の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料」に改める。 

第３３条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定申告

書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の

記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 

第３３条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定申告

書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に

定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額

については、適用しない。 

第３４条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告

書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分」を「確定申告

書に係る年の末日の属する年度の翌年度分」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する

源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００万円
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以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己

と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）

で控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、同条第２項中「第２条第４項ただし

書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を

加える。 

⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する青色事業専従

者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項

に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が１３３万円以下

であるものに限る。次条第１項において同じ。）の氏名 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額

が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当

等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る

所得を有する者であって、合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をい

う。第２号において同じ。）又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であって退職

手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を第

３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 特定配偶者の氏名 

第７３条の２中「閲覧」の次に「（法第３８２条の４に規定する固定資産課税台帳

に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。）」を加える。 

第７３条の３中「交付手数料」を「交付（法第３８２条の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料」に改める。 

附則第７条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令和３年」

を「令和７年」に改める。 

附則第１０条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条中第２６項

を第２７項とし、第２５項を第２６項とし、第２４項の次に次の１項を加える。 

２５ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３

とする。 

附則第１０条の３第２項中「附則第７条第２項」を「附則第７条第３項」に改め、 
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同条中第１３項を第１４項とし、第１２項を第１３項とし、第１１項を削り、第１

０項を第１２項とし、第９項を第１１項とし、第８項を第９項とし、同項の次に次

の１項を加える。 

１０ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第１０項の熱

損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、

同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面

積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

⑷ 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３１項に規定す

る補助金等 

⑹ 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

附則第１０条の３中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項の次に次

の１項を加える。 

６ 法附則第１５条の８第４項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる事項を記載し

た申告書に令附則第１２条第１６項に規定する従前の家屋について移転補償金

を受けたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号を有

しない者にあっては住所及び氏名又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

附則第１６条の３第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式

等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配

当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特
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定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた

場合に限り適用する。 

附則第１７条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３７

条の８」に改める。 

附則第２０条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第

３６条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようと

する旨の記載があるときに限り、適用する。 

附則第２０条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第

３６条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようと

する旨の記載があるときに限り、適用する。 

附則第２０条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分の

所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に

改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理

由があると市長が認めるときを含む。）」を削る。 

附則第２６条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。」

を削る。 

附則第２７条を削る。 

（那須塩原市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 那須塩原市税条例等の一部を改正する条例（令和３年那須塩原市条例第１８

号）の一部を次のように改正する。 

第１条のうち那須塩原市税条例第３６条の３の３第１項の改正規定中「控除対象

扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳

未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中那須塩原市税条例第３６条の３の２の見出し及び同条第１項並びに

第３６条の３の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第７条

の３の２第１項、第１７条の２第３項及び第２６項の改正規定並びに同条例附則
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第２７条を削る改正規定並びに第２条の規定並びに附則第３条第１項及び第２

項の規定 令和５年１月１日 

⑵ 第１条中那須塩原市税条例第３３条第４項及び第６項、第３４条の９第１項及

び第２項、第３６条の２第１項ただし書及び第２項並びに同条例附則第１６条の

３第２項、第２０条の２第４項並びに第２０条の３第４項及び第６項の改正規定

並びに附則第３条第３項の規定 令和６年１月１日 

⑶ 第１条中那須塩原市税条例第１８条の４、第７３条の２及び第７３条の３の改

正規定並びに次条並びに附則第４条第２項及び第３項の規定 民法等の一部を

改正する法律（令和３年法律第２４号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の

日 

（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の那須塩原市税条例第１８条の４（地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定

は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定による証

明書の交付について適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の那須塩原市税条例（以下「新条例」という。）第

３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（以下

この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第

３６条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規

定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定によ

る改正前の那須塩原市税条例（次項において「旧条例」という。）第３６条の３の２

第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書に

ついては、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同

法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年

金等」という。）について提出する新条例第３６条の３の３第１項に規定する申告

書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した

旧条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の那須塩原市税条例の規定中個人

の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、
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令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 新条例附則第１０条の２第２項及び第２５項の規定は、令和５年度以後の年

度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資産税については、な

お従前の例による。 

２ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の那須塩原市税条例第７３条の２

（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施

行の日以後にされる同法第３８２条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１

項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧について適用する。 

３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の那須塩原市税条例第７３条の３

（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施

行の日以後にされる同法第３８２条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定

による措置を講じたものを含む。）の交付について適用する。 
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議案 第７０号 

 

 

那須塩原市都市計画税条例の一部改正について 

 

上記議案を提出する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 

 

 

那須塩原市都市計画税条例の一部を改正する条例 

那須塩原市都市計画税条例（平成１７年那須塩原市条例第６５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第１７項を附則第１８項とし、附則第１６項を附則第１７項とする。 

附則第１５項中「附則第８項及び第１０項」を「附則第１０項及び第１２項」に、

「附則第８項及び第１１項」を「附則第１０項及び第１３項」に、「附則第９項、第

１１項及び第１２項」を「附則第１１項、第１３項及び第１４項」に改め、同項を附

則第１６項とする。 

附則第１４項の前の見出しを削り、同項を附則第１５項とし、同項の前に見出しと

して「（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税

の特例）」を付する。 

附則第１３項中「附則第８項」を「附則第１０項」に改め、同項を附則第１４項と

する。 

附則第１２項中「附則第８項」を「附則第１０項」に改め、同項を附則第１３項と

する。 

附則第１１項中「附則第８項」を「附則第１０項」に改め、同項を附則第１２項と

する。 

附則第１０項を附則第１１項とする。 

附則第９項の前の見出しを削り、同項を附則第１０項とし、同項の前に見出しとし

て「（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税
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の特例）」を付する。 

附則第８項を附則第９項とし、附則第７項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） 

８  法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とす 

る。 

   附  則 

  （施行期日） 

１  この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の那須塩原市都市計画税条例は、令和５年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、令和４年度分までの都市計画税については、なお従

前の例による。 
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議案 第７１号 

 

 

   那須塩原市手数料条例の一部改正について 

 

 上記議案を提出する。 

 

  令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 

 

 

那須塩原市手数料条例の一部を改正する条例 

那須塩原市手数料条例（平成１７年那須塩原市条例第６７号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２長期優良住宅の建築等計画の認定審査手数料の項及び既存住宅に係る長

期優良住宅の建築等計画の認定審査手数料の項中「１戸建て」を「一戸建て」に改

め、同項の次に次のように加える。 

既存住

宅に係

る長期

優良住

宅の維

持保全

計画の

認定審

査手数

料 

既存住

宅に係

る長期

優良住

宅の維

持保全

計画の

認定 

１件

につ

き 

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る額を合算した額 

⑴ 長期優良住宅の維持保全計画の認定審査に住宅

の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第３

項に規定する確認書若しくは同条第４項に規定す

る住宅性能評価書又はこれらの写しの添付があっ

た場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

ア 一戸建ての場合 ２４，０００ 

イ 共同住宅等の場合 次に掲げる戸数の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

（ア） １戸から５戸まで ３９，０００ 

（イ） ６戸から１０戸まで ６１，０００ 

（ウ） １１戸から３０戸まで ９８，０００ 
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   （エ） ３１戸から５０戸まで １５６，０００ 

（オ） ５１戸から１００戸まで ２３８，００

０ 

（カ） １０１戸から２００戸まで ４０１，０

００ 

（キ） ２０１戸以上 ５０４，０００ 

⑵ 前号以外の長期優良住宅の維持保全計画の認定

審査の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

ア 一戸建ての場合 ９４，４００ 

イ 共同住宅等の場合 次に掲げる戸数の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

（ア） １戸から５戸まで ２２８，２００ 

（イ） ６戸から１０戸まで ３６４，６００ 

（ウ） １１戸から３０戸まで ７２６，１００ 

（エ） ３１戸から５０戸まで １，２９２，３

００ 

（オ） ５１戸から１００戸まで ２，１８８，

３００ 

（カ） １０１戸から２００戸まで ４，０１１

，２００ 

（キ） ２０１戸以上 ５，６８８，３００ 

別表第２長期優良住宅の建築等計画の変更の認定審査手数料の項及び既存住宅に

係る長期優良住宅の建築等計画の変更の認定審査手数料の項中「１戸建て」を「一

戸建て」に改め、同項の次に次のように加える。 

既存住

宅に係

る長期

優良住

宅の維

持保全

計画の 

既存住

宅に係

る長期

優良住

宅の維

持保全

計画の 

１件

につ

き 

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る額を合算した額 

⑴ 長期優良住宅の維持保全計画の変更の認定審査

に住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の

２第３項に規定する確認書若しくは同条第４項に

規定する住宅性能評価書又はこれらの写しの添付

があった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、そ 

27



変更の

認定審

査手数

料 

変更の

認定 

 れぞれ次に定める額 

ア 一戸建ての場合 １２，０００ 

イ 共同住宅等の場合 次に掲げる戸数の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

（ア） １戸から５戸まで １９，５００ 

（イ） ６戸から１０戸まで ３０，５００ 

（ウ） １１戸から３０戸まで ４９，０００ 

（エ） ３１戸から５０戸まで ７８，０００ 

（オ） ５１戸から１００戸まで １１９，００

０ 

（カ） １０１戸から２００戸まで ２００，５

００ 

（キ） ２０１戸以上 ２５２，０００ 

⑵ 前号以外の長期優良住宅の維持保全計画の変更

の認定審査の場合 次に掲げる場合の区分に応じ

、それぞれ次に定める額 

ア 一戸建ての場合 ４７，２００ 

イ 共同住宅等の場合 次に掲げる戸数の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

（ア） １戸から５戸まで １１４，１００ 

（イ） ６戸から１０戸まで １８２，３００ 

（ウ） １１戸から３０戸まで ３６３，０５０ 

（エ） ３１戸から５０戸まで ６４６，１５０ 

（オ） ５１戸から１００戸まで １，０９４，

１５０ 

（カ） １０１戸から２００戸まで ２，００５

，６００ 

（キ） ２０１戸以上 ２，８４４，１５０ 

   附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 
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議案 第７２号 

 

 

那須塩原市営住宅条例の一部改正について 

 

上記議案を提出する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 

 

 

那須塩原市営住宅条例の一部を改正する条例 

那須塩原市営住宅条例（平成１７年那須塩原市条例第１９６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１島方団地の項及び烏が森住宅の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 
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議案 第７３号 

 

 

財産の処分について 

 

次の財産の処分について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第８号の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 

 

 

１ 土地の所在  那須塩原市高林字巻川西１２５１番２３ 

２ 地目、地積  宅地 ２１，０４８．０７㎡ 

３ 売却の方法  随意契約 

４ 売却予定価格  １９１，５３７，４３７円 

５ 売却の相手方  東京都北区上十条２丁目１３番１号ガーデニアビル４Ｆ 

朝日分光株式会社 

代表取締役 木村 信義 
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認定 第１号 

 

 

令和３年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度那須塩原市一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認

定に付する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎   
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認定 第２号 

 

 

令和３年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見を

付して議会の認定に付する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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認定 第３号 

 

 

令和３年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見

を付して議会の認定に付する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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認定 第４号 

 

 

令和３年度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見を付し

て議会の認定に付する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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認定 第５号 

 

 

令和３年度那須塩原市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度那須塩原市温泉事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見を付し

て議会の認定に付する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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認定 第６号 

 

 

令和３年度那須塩原市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度那須塩原市墓地事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見を付し

て議会の認定に付する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎   
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認定 第７号 

 

 

令和３年度那須塩原市産業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度那須塩原市産業団地造成事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意

見を付して議会の認定に付する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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認定 第８号 

 

 

令和３年度那須塩原市水道事業会計の剰余金の処分及び決算認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令和

３年度那須塩原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分の議決を求めるとともに、同

法第３０条第４項の規定により、令和３年度那須塩原市水道事業会計決算を別冊のと

おり監査委員の意見を付して議会の認定に付する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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認定 第９号 

 

 

令和３年度那須塩原市下水道事業会計の剰余金の処分及び決算認定について 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令和

３年度那須塩原市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分の議決を求めるとともに、

同法第３０条第４項の規定により、令和３年度那須塩原市下水道事業会計決算を別冊

のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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報告 第１９号 

 

 

継続費精算報告書の報告について 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第２項の規定により、一

般会計に係る令和３年度那須塩原市継続費精算報告書を報告する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎  
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報告 第２０号 

 

 

継続費精算報告書の報告について 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第２項の規定により、温

泉事業特別会計に係る令和３年度那須塩原市継続費精算報告書を報告する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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報告 第２１号 

 

 

継続費精算報告書の報告について 

 

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第２項の規定に

より、令和３年度那須塩原市水道事業会計継続費精算報告書を報告する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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報告 第２２号 

 

 

令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１

項及び第２２条第１項の規定により、令和３年度決算に係る健全化判断比率及び資金

不足比率を監査委員の意見を付して次のとおり報告する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 

 

 

１ 健全化判断比率 

・実質赤字比率           － （ １１．８６％） 

・連結実質赤字比率         － （ １６．８６％） 

・実質公債費比率        ３．１％（ ２５．０％ ） 

・将来負担比率           － （３５０．０％ ） 

 

２ 資金不足比率 

・水道事業会計           － （ ２０．０％ ） 

・下水道事業会計          － （ ２０．０％ ） 

・温泉事業特別会計         － （ ２０．０％ ） 

・産業団地造成事業特別会計     － （ ２０．０％ ） 

 

３ 監査委員の意見 

  別冊のとおり 

 

 ※ 「－」は、当該数値について該当しないことを表す。 

 ※ （ ）内は、本市の令和３年度決算に適用される早期健全化基準又は経営健全

化基準を表す。 
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報告 第２３号 

 

 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条

第１項の規定により、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価につい

て、令和４年度教育委員会点検・評価報告書を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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報告 第２４号 

 

 

放棄した私債権の報告について 

 

那須塩原市債権管理条例（令和２年那須塩原市条例第５２号）第１４条第１項の規

定により、令和３年度那須塩原市水道事業会計における私債権を放棄したので、同条

第２項の規定により別冊のとおり報告する。 

 

令和４年 ９月 ２日提出 

 

那須塩原市長 渡辺 美知太郎 
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